
令和８年度ケアプランデータ連携システム活用促進モデル 

地域づくり事業 委託仕様書 

 

１ 業務名 

  令和８年度ケアプランデータ連携システム活用促進モデル地域づくり事業 

 

２ 業務目的 

  高齢者社会の進展に伴い、介護ニーズの増加が見込まれる一方、生産年齢人口の減少に

より、介護人材の確保はより一層困難になることが予想されている。 

  限られた人材で質の高いサービスを提供していくため、ケアプランデータ連携システ

ム（以下「連携システム」という。）の利用を促進することで、介護職員の負担を軽減し、

業務の効率化を図る。 

 

３ 業務期間 

  契約締結日から令和８年１２月３１日 

 

４ 履行場所 

  大和郡山市北郡山町２４８―４ 

  大和郡山市役所及び市内対象介護サービス事業所 ほか 

 

５ 業務実施の対象 

  市内の居宅介護支援事業所（介護予防支援事業所含む。）及び介護サービス事業所（以

下「介護事業所」という） 

 

６ 業務内容 

（１） 参加事業所の募集 

介護事業所から１２０事業所程度を募集すること。募集にあたっては、参加事業 

所を集めるため効率的かつ効果的な広報活動を行い、参加を希望する介護事業所

を電子データに取りまとめること。 

（２） 説明会及び研修会の開催 

参加を希望する介護事業所に対して本事業の目的、他事例の導入効果、事業計画

等の説明会を開催するとともに、連携システムの活用に係る研修を開催すること。

説明会と研修は同時開催も可とし、実施方法は対面又はオンラインのどちらでも

可とする。 

対面の場合の会場は、市と協議のうえ決定すること。市役所庁舎内会議室等を利

用することも可とし、その場合は、市が用意する。 



（３） 連携システムのための伴走支援 

介護事業所に直接介入し、連携システム導入の完了まで支援を行うこと。 

また、連携システム導入にあたっては、必要に応じて連携システムを活用した業

務運用フローの見直し等も支援すること。 

・介護事業所のパソコンやタブレットの連携システム対応状況確認 

・介護報酬請求用の電子証明書インストール 

・連携システムのインストール 

・介護ソフト導入支援及び介護ソフト設定確認 

・連携システムライセンス料支払（委託料範囲内で支出すること） 

・連携システムの使用方法の個別レクチャー 

・介護情報基盤連携のための説明・助言 

（４） ヒアリング及びタイムスタディ等の調査 

連携システム導入前後における業務内容や所要時間等を比較検討すること。 

また、連携システム導入の阻害要因として、介護事業所における現場ルーティー

ンの変更への抵抗感や利用方法がわからないなどの背景があることを踏まえて、

利用促進に繋がる具体的かつ実務的な利活用方法を提案すること。 

（５） 業務報告書及び好事例集の作成 

実施した業務について、その実施内容等を記載した業務報告書を作成すること。 

また、タイムスタディ等調査結果やシステムを導入・活用したことによる好事例

などをもとに、連携システム導入を促すための周知に活用できる分かりやすい事

例集を作成すること。 

７ 経費 

  本業務に関する経費については、連携システム導入に必要となる機器等やライセンス 

に係る費用を除き、全ての業務について受託者の負担とする。 

 

８ 成果品等 

（１） 電子情報：CD-R 

（２） 業務報告書：２部（本業務で使用・作成した資料全てを含む書類を整理して添付

すること。） 

（３） 好事例集：３０部 

（４） 提出先：〒639-1198 大和郡山市北郡山町２４８－４ 

    大和郡山市福祉部介護福祉課介護給付係 

※ 編集が可能なデータ形式で原稿等及び根拠資料一式を納入すること。データは直

接印刷が可能な解像度 

９ その他 

（１） 受託者は、業務を統括する責任者を配置し、業務遂行体制を明らかにすること。 



（２） 業務の実施にあたっては、委託者と詳細を協議するとともに、業務の実施に支障 

が生じるような場合は、速やかに協議を行い、改善策を講じること。 

（３） 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

ただし、あらかじめ委託者の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

（４） 受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。委託期間 

が終了し、又は委託期間が解除された後においても同様とする。 

（５） 受託者は、業務の遂行にあたり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委 

託者の責に起因する事由を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 

（６） 業務の履行にあたっては、労働基準法その他の関係法令を遵守しなければならな 

い。 

 （７） 業務にあたっての資料及び成果品は、すべて委託者に帰属するものとし、委託者 

の許可無くして公表、貸与、複写及び他の目的に使用してはならない。契約終了

後も同様とする。 

 （８） 委託料の支払いは、完了払いのみとし、部分払いは行わない。 

 （９） 業務の遂行にあたり疑義が生じた場合、業務内容の追加や変更の必要が生じたと

き又は本仕様書に定めのない事項については、両者協議のうえ決定するものとす

る。 

 （１０）市は問い合わせ対応の一次窓口とならないものとする。 

（本業務における対象事業所への事務連絡、指導および苦情等の対応おいては、す

べて受託者が主体となって実施することとし、事業所に対する実務的な調整は

受託者に一任するものとする。） 

 （１１）本事業は県の補助を受けて実施することを予定しており、県より追加資料等の提

出を求められる場合があります。その際は、市から受託者へ速やかに共有し、必要

な資料の作成及び提出にご協力をお願いすることとなりますので、あらかじめご

了承ください。 


